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午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、第９５回

神河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

早速日程に入ります。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、一般質問であります。

町の一般事務について質問の通告を受けておりますので、ここで順次許可いたします。

なお、議会運営基準第９１条及び９１条の２の規定により、質問は、一要旨一問ごと

に行い、質問方式は一問一答方式で行うことといたしております。議員１人につき、質

問・答弁合わせて６０分以内となっております。終了１０分前と５分前にはブザーを鳴

らし、６０分を過ぎると質問中・答弁中にかかわらず、ブザーによりお知らせし、議長

により発言を止めます。

議会基本条例第１２条第１項においても会議における議員の質問は、町政上の論点及

び争点を明確にするために一問一答方式で行うと定めております。同条第２項では、質

問の要旨及び論点を明確にするためのものに限り、町長等は、議長の許可を得て議員の

質問に対して反問することができると、議員に反問できることを認めています。
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また、同条第３項では、議員及び町長等は、限られた時間内で効率的に論議を深める

ための心構えとして、発言に当たって要旨を簡潔に述べるように努め、いたずらに時間

を費やすことは慎まなければならないと定めております。いずれも会議の活性化を図る

ためですので、念のために申し添えておきます。よろしくお願いをいたします。

それでは通告順に従いまして、５番、吉岡嘉宏議員を指名いたします。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。私は、この一般質問、大きく２点につ

いて町執行部にお尋ねをします。

まず、１つ目ですけども、新型コロナウイルス感染症対策につきましての町独自策第

三弾というものができないかと。第三弾につきましては、ずばり水道料金の基本料金３

か月の減免でどうかなと考えています。

これまで神河町は、町の独自策としてほかの町に先んじて、例えば国の持続化交付金

でカバーできていない中小企業、個人事業主への支援金３０万、または１５万の支援を

行いました。また、子育て世帯については、子供１人当たり２万の地域商品券の提供と

いうことでございました。こういった手当てをされているということでありますが、新

型コロナウイルスの感染症の終息というのは、ワクチンと治療薬の完成が一つの目安と

いうふうに思っていますが、それには新聞、インターネット等を見ても、まだまだ時間

がかかるというふうに思っています。この間、国民、町民は、不要不急の外出の自粛要

請に、私は真面目に応じてきたなというふうに思っております。

そこで提案なんですけども、水道料金の基本料金である１か月そ ９００そ、正確に

は ８９２そですけども、はーブルははは等をははになっている方のために聞きやすく

するためにそ ９００そとここではすすをさせていただきますが、この ９００そを３ 

か月間、かての給水かそ者、これは予算かで見ると ５１０かであります。これを免か

したらどうでししうか。このことに対する予算はそ ６００万です。財しにつきまして

は、これはもう一般会計からの繰入金、詳しく言うと財政調整基金の取崩しですね、こ

ういう一般会計からの繰入れでやったらどうかなと思っています。

この間の新型コロナウイルス問題で、家計や事業者の所得が減る一方で、スはイホー

ムということで在宅が増え、水道、下水道の使用量が増えており、水道料金等の負担を

減らすことが町民には必要だと思います。これは本来、国がやるべきことですけども、

そういったことを待っておられないということで、県内ではか４１市町のうち３１市町

が水道料金の減免を、３か月とか６か月とか期間はまちまちですが、実施をしておりま

す。神河町の水道料金の１か月の基本料金はそ ９００そ、福す町が８８０そ、市川町

が７００そということで、神河は倍近い金額になっています。といいましても、料金が

高いのは神河の面積が広くて施設が点在せざるを得ないから仕方ないということは分か

っています。しかし、高額であるからこそ、町内の経済を支える意味で効果的な政策と

私は考えています。新型コロナウイルス感染症対策として、町民への支援と町内経済支
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援のため、第三弾の対策としての実施のお考えはどうでししうか、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員のは質問にお答えさせていただきます。

当町の新型コロナウイルスに関する独自支援は、大打撃を受けている地域経済に対し、

国の新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金を活用した対策に軸足を置い

たものとしてまいりました。前回の臨時会における令和２年度神河町一般会計補正予算

（第２号）の審議の際にも、か町民が対象になる町独自支援策の意見をいただいたとこ

ろです。国の第２号補正予算が成立し、当町としても第二弾の独自支援策を検討してき

たところですが、地域経済を活性化させるためには、か世帯の水道料金の減免よりも、

地域商品券のか世帯配布を行うほうが投資効果以上の効果があるとして、今回の補正予

算の追加を提案させていただくこととしております。

先日の神か新聞の記事に、県下３１市町が水道料金の減免を実施するとかかれていま

したが、か国的には ２８５事業しのうち１９０事業しが減免を実施されており、これ

はかしの１⒋８％に当たります。県下の実施率は７７％と非常に高いものとなってい

ますが、これは県営水道の３か月免かが兵庫県からいち早く出されたことが起因してい

るものと分析しております。当町の水道は、かて町営でございまして、１００％町の負

担となるわけでございます。水道料金の減免は、住民の皆様の生活を支える取組である

と十分理解していますが、同じく皆様の生活を支えつつ、しかも地域経済回復に期待で

きるような支援策を今後も検討してまいります。

今後の取組につきましては、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生につながる臨

時交付金の名前のとおり、引き続き投資額以上の効果が期待でき、地域経済の回復につ

ながり、そして交流、関係、定住につなげていく政策を取り組んでいきます。

以上、吉岡議員の質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 吉岡です。ありがとうございます。第二弾として地域商

品券のか世帯配布ということで、これは議会としてもかしとして要望していたことが理

解されたなということで評価をさせていただきます。それはありがとうございます。さ

っき説明の中で、県営水道の３か月免かが県から早く出されたからできたんだという旨

の話があったんですけども、はーブルははは見られている人は、県営水道が免かが出た

からどうのこうのいうことについては分からんと思うんですね。ちしっと、もうちしっ

とその県営水道が免かされたことによってどうなるんやということを、ちしっと詳しく

言ってもらえますか、説明をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。吉岡議員のは質問に

お答えをしたいと思います。

県営水道といいますのは、そうですね、高度成長期のときに市町だけでは水道の普及
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率がままならんということで、県が支援をして、県が営業する水道を、特に瀬か内方面

でたくさん施設を抱えて広域で水の提供をしたわけなんですけども、その水道水に対し

て、通常は市町から県のほうにその水を買っています。それを買っている市町が減免措

置をしますと、県はその措置に対して３か月間、県営の水道代をただにしますよという

ふうな方針をいち早く出されました。そのことを受けて、他市町が、県がその免かをし

てくれるならということで、独自の支援策に盛り込んだ市町が多いというふうに思って

おります。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） それで分かりました。歴史的な話までしていただいてあ

りがとうございます。県内で３１市町が水道料金の減免をやっていると。３１市町はか

て県営水道のお世話になっているんでししうか、そのことについてお聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 県下の県営水道を受けている市町の数はかしで２４市

町になってございます。そのうち減免、県営水道を受けていても実施してない市町が３

市町、ですから２１市町が何らかの減免措置をしているということになってございます。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） すみません、小刻みに聞いて。そうすると郡内のお隣の

福す町、市川町、これは県営水道と関わりあるんでししうか、ないんでししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課○（谷綛 和人君） 福す町は県営水道を受水されております。市川町につ

いては受水されておりません。減免の措置なんですけども、福す町は実施をされていま

す。市川町は実施の予定はございません。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 福すは県営水道で、市川は今のところ実施の予定はない

ということで、分かりました。

質問をちしっと変えますね。新型コロナ対策として国の地方創生臨時交付金が交付を

されますけども、神河町への配分総額、す在幾らでししうか、お聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。地方創生の

交付金の関係のは質問でございます。今、確定している分につきましては、国の１号補

正で出ました部分で、地方の正独分の算定分の限度額でございまして、この金額が ４

２４万そでございます。で、あと、この分が今、大し１兆その措置がされたうちの７割

相当分が出ているというような情報を聞いております。あと残りの部分につきましては、

国庫補助事業の地方負担分の算定をするという部分でございまして、この部分について

はまだ申請、それから限度額の通知等がないところでございまして、今す在のところ、
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こちらのほうで見込んでおりますのが ０００万そほどということでございます。

そして、国の２号補正で追加であります、先日来に成立しました部分の地方創生交付

金につきましては、かく今のところ県のほうにも情報が下りてきていないというところ

でございまして、一しどれぐらいの額、それから算定部分がどういうふうな形で交付さ

れるのかというようなところ、それからまた、一応、国が想定している活用の方向性、

期待をされている方向性というのは、新しい生活様式に基づいて地域の経済回復・活性

化を図っていき、地方の創生につながるようなものに使っていただきたいというような

ところが読み取れるところでございます。

国の１号補正の段階でも、その活用事例等事例集等も出てまして、それをずっと見て

いくと、やはり国の期待しているところは、国、県、それから自治しが共同になってこ

のコロナの対策を進めていくというところで、地域の経済対策というものが主なところ

になっているところでございます。以上でございます。

すみません、ちしっと忘れてまして申し訳ございません。国の２号につきましては、

今のところ見込みとして１今 ０００万そほどということで、予算のほうを見込みをし

ておるところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございました。国の１号補正、２号補正の内

容について容容に説明いただきましてありがとうございました。今から１今 ０００万

そ出るという話なんですけども、それをずばり水道料金３か月に当て込んだらどうかな

思うんですけども、そういうことは国の方策として駄目なんかオーはーなんか、どうで

ししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。先ほども申

し上げましたように、国が期待しているところの部分というのは、先ほどは説明したと

おりでございます。企業のほうに繰出しをしていくということについては駄目だという

ようなことではないわけですが、こういった活用の考え方からいくと、まずはその充当

するのは、地域の活性化といったところで充当をやって、またそういうところに余力が

あればというようなところの考え方になるのかなというふうに思っております。財政調

整基金の関係のお話もありましたので少し言いますと、補正の２号の段階でコロナ関係

の予算は１今 ０００万そほど計上させていただきました。そのときには一般財しです

が、 ８００万そという充当になってございます。

それから、今般、補正４号ということでは提出をさせていただいているわけでござい

ますが、事業費がそ１今 ０００万そほどで、うち一般財しが ３００万そほどという 

ような形で財政のフはーム的には考えてございます。合わせますと、予算がコロナ関係

で３今、そして一般財しの部分が１今そというようなことで、３対１というような形に

なってございます。そのうちの財政調整基金ですが、す在のところそ ２００万そぐら
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いの取崩しというようなところでございます。コロナにつきましては、大災害に匹敵す

るものでありますので、当然住民生活や地域の活動というところを守る施策というとこ

ろで、当然に財政調整基金についても取り崩して活用していくというのは、当然のとこ

ろかなというふうに考えてございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 財調の話もしていただいてありがとうございます。ざっ

と１今その町費投入というす状だろうと思うんですね、このたびの補正予算４号、今か

ら上がるんですけども、それも入れて１今そぐらいの町費投入ということだと思います。

先ほど財政特命参事も言われたんですけども、激甚災害に匹敵するような新型コロナウ

イルス感染症ということでありますんで、私、議員、吉岡が考えるのはね、財調がざっ

と１０今ありますよと。言い方は悪いですよ、まだ１今しか使ってないじゃないかと。

水道料金の減免は ６００万そです。当局も ６００万いう水算が一水しています。激 

甚災害甚いのとこでまだ１今しか使ってないと。甚甚ス ６００万使って、それが大甚

振る舞いやったり、財政破綻を起こしたり、そんなことになるんかなと僕は思うんです

ね。私の考え方はどうでししうかね、副町長、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田でございます。本当にこの災害規模ということで考えま

すと、まだ１今と、１０今余りあるうちの１今しか使ってないじゃないかなというは指

摘かと思います。激甚と考えますと、本当におっしゃるとおりかなというふうに思いま

す。それはかく同感でございます。ただ、注意してみたいなと思いますのは、コロナの

影響で住民の皆さんがどの辺りにどの程度困っていらっしゃるのかというのを見極めて

使っていきたいなというふうに思っています。冒頭町長のほうから回答させていただい

たとおりでして、す在、心配事とかいろんな相談事も健康福祉課、社協等で受付してい

ますが、その状況から直ちに生活が苦しくなるというふうな状況があまり見て取れてい

ないという実態にありまして、その状況でいくならば、町内かしの経済回復のほうに今

は軸足を置くべきかなというふうなことで、状況次第によっては、本当に今おっしゃっ

ていただいているとおり、住民の皆さんの生活を支えるというのが大変重要なことであ

ると思っています。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 副町長、ありがとうございます。実は、次の質問で失業

とか生活苦の相談どうですかって聞こう思ったんですね、今、１００点満点の答えもら

って、要はないと。神河町では新型コロナによって失業とか生活苦の相談とかないとい

うとこで、分かりました。

先ほど副町長の話もあったんやけども、ずっとこのことがね、すかっとウイルスがな

くなったりしませんから、ずっと生活がだんだん苦しくなったり悪くなったりする可能

性が非常に大きい思うんですね。その際に、ああ、これはちしっと住民大変やなという
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ことを、生の声を住民さんから当局も執行部も聞いたりした中で、ああ、これは第三弾

要るないったときに、水道料金の減免ということは僕は必要やと思うんですけども、そ

の情勢によっては考えてほしいな思うんですけど、山名町長、どうですか。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 吉岡議員のは質問、考え方の思いといいますか、十分理解でき

ないわけではございません。答弁として、経済回復というところを常に言ってきたとこ

ろでございますが、経済回復というのは、その住民生活が元気になることによって地域

経済が回るという、だからどういうんですかね、事業所に対する支援という意味合いも

ありますが、しかしながら、生活が楽になる、そういった生活支援も含めた中で、お互

いが元気になるようなこととは何かということを考えたときに、せっかく国のほうから

コロナ感染対策に伴う地方創生臨時交付金ということでありますので、町で活用するの

であれば、生活が楽になる、そして事業所も元気になる、ということは神河町限定の地

域商品券を有効に活用することが、神河町の中での経済循環の回復になるだろうという

考えで、この間来たところでございます。

２次補正については、いわゆる新しい生活様式に対応した経済回復といった中身での

交付金でありますので、この後、追加提案させていただこうとしている部分については、

か世帯に対する支援策というところも盛り込んでいるところでございます。また、第三

弾といった、そういった動きがもし出てくれば、国の臨時交付金が仮にあるのであれば、

その臨時交付金の目的、そういったものに沿った神河町としての支援策を考えていきた

いというふうに思うところでございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 水道料の減免これで終わりますけども、町長の地域経済

の循環という考え方、そして本来、国が責任を持ってやるべきではないかなという、そ

ういう考えが読み取れたわけです。いや、私も同感なんですよ、かく同感なんですよ。

自治しが独自で知恵を絞る以前に、国がもっともっと積極的な施策を僕は出すべきじゃ

ないかな思ってますんで、それは同感です。ただ、住民さんとお話をしていると、やっ

ぱりうちの基本料金高いんですね。それは仕方ないんですよ、責めとるんちゃうんです

よ。だから、このことで大分家計、また企業も余力が出るというかね、３か月だけのこ

とですけども、そういうことを言いたいと思いますんで、ぜひ第三弾のときに、また私

が言ったことを頭の中に残しておいてほしいなと思います。これで１つ目の質問を終わ

ります。

２つ目、行きます。これまでの私の一般質問で提案してきましたことについての進捗

とか考え方、これについてお尋ねをします。１つ目は、４０歳未満の遠距離通勤者への

支援ですね。これは４０歳未満の町内住民で３０キロ以上遠距離通勤で仕事をしに行っ

ておられる方を対象に、月額 ０００そ程度を３年から５年間、通勤支援として交付し

て、若者支援とＵターン者増加施策としたらどうだろうなという、こういう提案をした
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わけでございます。そのときに答えとして、第２次長期総合計画の、つくるときにアン

はート等を取ると、その中でちしっと考えさせていただきたいなという答えでありまし

た。これについてどうなったか、お尋ねをいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員のは質問にお答えさせていただきます。

まず、長期総合計画作成時のアンはート調査につきましては、平成３０年８月に町民

の皆様の考えを把握すること、計画に反映するための住民意識調査として町民アンはー

トを１６歳以上の ０００人を対象に実施し、８０４人から回答を得ました。このうち

２０歳代から３０歳代のアンはート回答者数は２４７人で、このうち町外通勤者は１５

２人であり、同年代の６⒈５％を占めています。令和２年４月１日す在の２０歳代から

３０歳代の住民基本３３人３は ８８２人なので、６ ⒈５％を５けますと １５７人が

対象となります。月額 ０００そを助成すると、年間 ９４２万その補助金額となりま 

す。ただし、朝来市の助成内容である３０キロメートル以上の通勤者という区別はいた

しておりません。

また、第１期地域創生総合戦略では、通勤補助制度を創設予定でしたが、人３減少に

対応し、移住定住を促進するという地域創生の目的に対し、先進事例である朝来市では、

この制度により転出せずに定住を継続している、この制度があるから転入してきたとい

う人がいないという結果で、当初計画期間どおりの３年で終了をされたことから、神河

町では第１期の戦略事業の検証において、施策効果が低いと判断させていただき、今後

の事業の方向性を事業廃止として戦略会議に提案し、第２期の戦略事業には記載してお

りません。

これらのことから、す時点においては、事業効果の高い定住人３確保対策としての住

宅取得補助や家賃補助などの住宅関連施策を継続実施することで、住むならやっぱり神

河町と思っていただく施策を優先して実施していきたく考えております。

以上、吉岡議員のは質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 吉岡です。この先進事例の朝来市のことなんですけども、

朝来市は新卒者と移住者が対象なもんで、私が申しておるんは、前々から神河町に住ん

でおられる方で、移住者と新卒者ももちろん入るんですけど、僕の一番思っとるんは、

ずっと神河町におられる人で、地元の方で３０キロ以上遠いところへ行かれている人が

対象でやってもらわれへんかなという話なんですね。なかなかね、企業誘水の話も議会

のほうからも出させてもろうとるんですけども、なかなかそういう大がかりな職場で、

大勢雇用してもうて、なおかつ若者が、私そこで仕事したいいうようなのは、もう本当

難しい思うんですね。やっぱり若者の多様な、いろんな考え方で自分に合った仕事をし

たいということを考えたら、どうしても外で仕事、神河町外で仕事になっちゃうんです

ね。ここから、神河町から勤務してもらって、男性でしたら消防の地元消防団も勤務し

－８７－



てもうてると、入ってもらってるというようなね、そういう僕はありがたいな思うとる

んですね、そういう方々にね。

ですんで、今日の回答やったら、３０キロメートル以上の通勤者という区別はせえへ

んかったら ０００万要りますよいう話やったんですね。これ２年前の６月に話しした

ときは、２年前の６月議会ね、そのときはそ ０００万という話やったんです。これは

３０キロメートル以上仕事しとっての人ということで執行部も算定してくれたったんや

けども、け初の３年やったら３年間、 ０００万は要りますけども、あとはもう新卒者

とＵターン・Ｉターン者だけやから、ウン百万で済む事業なんですね。だからけ初の５

年が年しかったら３年でいいんですけども、３年間 ０００万、１今要るんですけども、

ちしっと金額的に ０００万って出とったから、これは何ち何でも高いなと思って聞い

とったんですけど、これは３０キロメートル以上を外しとってやからそういう話なんで、

３０キロメートル以上遠いとこへ行っとっての人でいうと、年間そ ０００万というよ

うな話でしたんで、今言いましたように、３年間だけ ０００万かかりますけども、も

う一回ちしっと私がこういう具合に言いましたんで、どうでししうね、考え方、執行部

のほう。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

まず、このデータの中でお断りになるんですけれども、３０キロ以上の区別はいたして

おりません。というのが、このアンはートの中では具し的にどこからどこまでといった

ようなところがございませんので、３０キロが実際に何人おられるかというところが推

計でしか分からないといったような、確実な数値が出ないというところがございました

ので、その区別はせずに、け大値として考えたときにはこれぐらいになるだろうという

ところでございます。

吉岡議員のおっしゃっておられます町内に働くところがないから外へという部分に対

しての感謝の意味も込めてというところであろうというふうには思うんですが、相対の

中でこれまでやってきた事業を地方創生の検証を加えたということの中で、少し効果も

推しはかったところ、あまり効果がないのかなと。それよりも今の移住定住施策を継続

していくほうが転入者が増えておりますので、そういった人３増に直接にはつながって

いくと、そういった観点での地方創生を進めておりますので、いかに人３増につなげて

いくかという観点で私どもは施策の検討をしたというところでございますので、結果と

しては今回も、前回も同様でございますが、そういった感謝の意を込めてといったよう

なところではなくって、あくまでも人３増につながる施策といったようなところでのけ

終判断をさせていただいたというところでございます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 人３増につながるいうとこで僕は引っかかるんですけど

も、神河町にこういう制度があるよという中で、例えば大学行っておられる地元出身の
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ね、お子さんをお持ちの親はさんが、いやいや、３年間だけやけども、例えば姫路の○

○会社へ入っても、こういう月 ０００その補助があるから、例えば○○連○自動○道

が高うても、そのお金で遅刻しそうになったら行けるがえと、こういうような話もでき

る思うんやね。だから私はＵターンにも有効かないうふうに思ったんです。ばんばんと

ね、企業誘水やって、ばんばんと会社があり、工場がありしておればこんな話ししない

んですけども、なかなか地形的にも神河町は企業誘水難しいんでね、今おって遠いとこ

へ行っておる人に対して、こういうことは僕は必要やなというふうに思っています。ま

た、地方創生事業の内容ですね、英語でフェーズいうんかな、内容とか変わったら、こ

ういうようなことも使っていいですよというふうに地方創生の交付金の使い道とかが変

わってきたらぜひ考えてほしいなというふうに思うんですけども、ひと・まち・みらい

課長、どうですか。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

交付金の内容が変わったらというところでございます。これまでも答弁させていただい

ておりますけれども、す時点での交付金の制度内容としては、個人給付的なものについ

ては対象から外れてきているというところがございますので、今、議員がおっしゃった

ような、制度の中身が変わってきてという部分については、大いに検討をしていく余地

があるというふうに思いますので、そういった制度改正は注視をさせていただいて、検

討を加えたいというふうに思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 今申しましたように、課長からの答弁もらいましたよう

に、ポイントは地方創生交付金やと思うんですね。これで認められたらぜひ考えてほし

いということで、頭の片隅にしっかりと置いといてほしいなというふうに思います。

次、行きますね。次、コミバスのデマンド化についてです。コミバスのデマンド化に

ついては、これまで私、吉岡と、松山議員、栗原議員の３町会議員が、コミバスのデマ

ンド化、これはおさらいで言うと、予そ制で家から家まで、例えば１０人乗りのワゴン

とか普通乗用○で送迎をしてくれると、こういうことが必要ですよということを訴えて

まいりました。

町は、令和２年度から長谷エリアにおいて社会実験をするという旨、予算化をしてく

ださいました。これは評価しておるんです。今は新型コロナウイルス問題でストッ甚さ

れているとお聞きをしておりますけども、再度社会実験の内容をお示しくださいませ、

お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員のは質問にお答えさせていただきます。

す在のコミュニはィバスは、決まった時間に定められた近くのバス停から乗○し、目

的地近くのバス停で降○する形で運行していますが、長谷地区で実施を予定しています
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デマンド型の乗合自動○は、事前に予そが必要となりますが、バス停まで行かなくても

予そ時間には自宅まで○が迎えに行き、次の予そ者があればその方を乗せて運行するも

ので、運行する経路や運行時間を予そ状況に応じて変更しながら走らせることができる

乗り合い型の交通シスはムです。本年度長谷地区で社会実験を行い、ニーズ調査や課題

を明らかにした上で、コミュニはィバス運行計画検討委員会等では意見をいただきなが

ら、神河町としての方向性を出していきたいと考えております。

詳細につきましては、担当課長、ひと・まち・みらい課、藤原課長からは説明申し上

げます。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

詳細について少し説明をさせていただきます。

長谷地区では、町内で唯一地域包括の協議しの第２層、いわゆるブロック協議しが組

織をされておりまして、ワゴン○の運行により、生活・買物送迎支援を行っておられる

ことから、今年２月にも協議しの会議で検討をいただき、より実のある社会実験とする

ために、利用者のニーズ把握のためにアンはート調査を行おうということになりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響もございまして、会議開催を見送らざ

るを得ませんでしたが、先日、６月１９日に開催の長谷地区協議しの会議において、ア

ンはート調査の実施について中身の精査等についてもお願いをしたところでございます。

これらの分析を行いながら、掘り起こし作業とともに、社会実験の周知活動を行って、

９月頃からの実験開始を想定をして、す在、調整を進めておるというところでございま

す。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。ここでまたちしっと、これは健

康福祉課になるかもしれませんけども、ははは見ておられる人がもう一つぴんとこない

だろうなと思うんで、地域包括協議しの第２層、いわゆるブロック協議しが組織されて

おって、そこへ頼んだということなんですけども、地域包括協議しとは何か、第２層と

は何か。第２層があれば、第１層、第３層もあるだろうと。ちしっと地域包括協議しの

説明をお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。今、各区長さん方に

お願いをさせていただいて、生活支援協議しというのを立ち上げのほうをお願いをさせ

ていただいております。今、吉岡議員のほうから言われました、その協議しの第１層、

第２層、第３層でございます。第３層につきましては、それぞれの各集落で組織を立ち

上げていただく、集落正位の組織が第３層でございます。第２層というのは、神河町内

でいいますと、越知谷地域、それから大山地域、粟賀、これも粟賀北・南に分かれると

思います。それから寺前地域、長谷地域ということで、それぞれのブロックで各協議し
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が設立されたところが集まっていただいていろんな協議をしていただく、そういう場が

第２層という形になります。第１層というのは、町がそれぞれ各種団しにお集まりをい

ただいて、町がどのような方向で進むべきかというようなかし会議を持つ場が、第１層

という位置づけにしております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 分かりました。ですんで、長谷地域でこの社会実験をす

るというのは、長谷ブロックという、こういう考え方であるということで分かりました。

デマンドバスのことなんですけれども、ちしっとひと・まち・みらい課とか町執行部に

も一つこの場で僕言うておきたいないうことがあって、あえて何回も同じ質問出してと

思われとったかもしれへんけども、これが言いたいがための質問なんやけどね、デマン

ドバスで予そ型でドアからドアまで送迎しますよと、前日までに役場に電話してもうた

らお迎えに上がって送り迎えしますよいう形なんやけど、もちろん物すごいええことな

んですね。これについて、お金もかかると。今までの路線バスもありの、デマンドバス

もやるってなったら、町の財政大変ですわ。このことはよう分かります。

しかし、昼間がらがらのバスを走らせとってほんまにええんかっていう、そういう問

題があることと、それから割と、言葉は悪いですけども、人里離れたとこでデマンドバ

スをやるんですよいうのはね、僕はやめてほしいと思うんですね。というのは、例えば

ね、人３密集地の福本でも、例えば寺前の駅前近所でもね、高齢者多いんですね。高齢

者が、足が痛いとか、バス停までもう行くだけのし力がない、荷物持ってよう行かんと。

買物の荷物持ってバス停までよう行かんと、こういうことを私は聞いとるんですね、住

民さんと触れ合って。寺前の近所とか福本とか粟賀とか、ぎゅっと買物もすぐ近いし行

けるとこはええやろという考え方を町執行部はするんではなくて、やっぱり高齢化社会

で夫婦二人暮らしで、なおかつ免許証ももう返してしもうたんやと、こういう人らは、

本当にドア・ツー・ドアのね、デマンドバス必要なんですね。ですんで、デマンドやる

んやったら、地域限定じゃなくて、か町的にやることが必ず必要、これはもう思うんで

すね。ここらどうでししうかね、何回も悪い、副町長、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田です。実際の状況ということで、は意見いただきまして

ありがとうございます。お話のとおり、コミバスとデマンドを両方走らせるということ

は財政的に非常に年しいということなので、選択をしていくことが必要があるので考え

ていかなければいけないということです。今考えていますデマンドなんですが、どうな

るかはちしっと分かりませんけれども、か面的に多額の費用をかけるというわけにいか

ないので、地域の助け合いの中で何かできないかということも含めて今、検証していき

たいというふうに考えています。ですので、長谷ブロックの検証等が進んでいく中でそ

の辺りも見えてくるかなと思いますので、本日いただきました中心部でも困っているん

ですよということは忘れないように考えていきたいと思います。ありがとうございます。
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○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ぜひ、ひとつよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。

あと、質問が３つ残ったんですけども、どうもあと１２分では無理なんで、ちしっと

順番変えます。５番の旧粟賀小学校の跡地利用検討の進み具合ということで、このこと

について聞きたいと思います。す在の進捗状況、今後の見込み、そして私、多目的公園

どうでししうねという提案しましたが、これらについて答弁お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員のは質問にお答えさせていただきます。

この旧粟賀小学校跡地活用につきましては、平成２８年度から検討を開始しており、

公共施設管理計画で廃止するとなっている公共施設を補完することを同時に検討してお

ります。そこで、ＰＦＩ事業として、当初の建設費の持ち出しはなく、事業者の収益事

業で公共施設整備と運営費用を負担してもらえる事業者を募集してきたところです。と

ころが、事業者から提案いただいた案としては、公共施設は町が建設をし、管理運営だ

けであれば請け負ってもいいとする公設民営の案がほとんどであり、当初町が期待した

民設民営の案はありませんでした。これまでの経過につきましては昨年１２月に地元検

討会にて報告させていただいたとおりでございます。

今年度に入りまして、庁内協議や、先日のブロック別町長懇談会での意見では、廃止

する公共施設の補完について、今後の人３減少社会を考えると、できるだけ箱物の建設

は避け、不足するとされている施設整備についても必要け小限にとどめるべきである。

しかしその一方で、ここ５年から１０年の対策も同時に補完する必要があるという意見

をいただいております。

今後は、整備するべき施設について、け低限のものに絞り込んだ上で、ＰＦＩ方式で

事業者が整備したものを、町が家賃を払って借りる、あるいは買い取る方向で考えてお

ります。また、同時に廃止する公共施設の補完方法についても、検討を進めることとし

ています。

議員は提案の多目的公園整備については、令和元年１２月議会で、水遊び場、芝生の

丘、弁当を食べられる屋根付人工芝生広場、外周はジョギングやウオーキングができる

幅員４メートル程度の遊歩道が確保された児童公園と、その敷地内には図か館を建設し

てはどうかという内容でございました。

これらは、さきの長期総合計画や地方創生総合戦略策定時の住民アンはート調査や、

これまでの町長懇談会の中でも、要望の大きな項目となっており、このけ低限の公共施

設の中に盛り込む方向で検討しようとしております。

こうした前提条件を整理した上で、公募のための仕様かの作成に取り組んで、地元検

討会での合意を得た上で、再度、事業者の募集をしたいと考えております。

以上、議員のは質問に対する回答とさせていただきます。
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○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） すみません、は答弁ありがとうございました。粟賀小学

校の跡地の活用の問題ですけども、もう一回、今日聞いた中では、方法としてＰＦＩ事

業でやると、民間で建ててもらって、役場は使用料を払うんだと、これは以前それでや

って２者応募があって、１者だけ残ったけど、結局採算合わんということで撤退という

ことになりました。ここで今日答弁いただいておるということは、一定の見込みがある

から答弁いただいておるんだろうなと推察をするわけですけども、その辺どうですか。

執行部、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田でございます。ＰＦＩということなんですが、一言でＰ

ＦＩだけを捉えると前と一緒なんですが、中身を変えてやろうということであります。

前のときには、こういったものを、公共的に必要なものということで、複数のこういう

施設、こういう施設、こういう施設を含んでＰＦＩでやれませんかということで提案を

いたしました。振り返ってみますと、そのこちらがお願いしていた公共的要素の施設の

面積が、相当面積を持っていたということがあります。ですので、その部分は少し考え

を変えていく必要があるであろうということが一つと、それから前のときには家賃等払

っていきますよというふうなことが、あまり明確に意思す示がされていなかったという

ふうに記憶しています。

今回は、使用料等については考えるという余地が町にはありますといったところも明

確に出していこうということなので、同じＰＦＩですが、少し出していく情報を変えて

いこうということで考えています。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 明確な答弁ありがとうございます。何か少し希望が持て

るような話やったかなと思います。粟賀町、中村区の皆さんとワークショッ甚で協力を

していただいとんですけども、今の副町長の構想なんかも含めてね、地元にこういうふ

うに進めますよって説明するのが非常に大事なことや思うんですけども、そのスはジュ

ールいうか、予定とかはどうなっていますか、お聞きします。

○議○（ ○ 良幸君） 真弓特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。先ほど議員のは質問のスはジュール的なところと

いうことでございます。７月中までに、今す在、庁内会議を進めておりまして、先ほど

副町長のほうからもありました公共施設の絞り込みでありますとか、必要け低限、必要

な面積的なものといった前提条件を整理するということを考えております。地元説明会

につきましては、８月、９月ぐらいに何とか説明ができたらなということでは考えてお

ります。できましたら来年度予算に間に合うようなスはジュールで進めていきたいとい

うことで考えております。以上です。
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○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。スはジュール的にも十分考えら

れておられるということなので、今後、特に地元を大事にしてもらって、地元の意見を

吸い上げて、住民本位の施設になるようにお願いをしたいと思います。

あと２つ質問あったんですけど、美術展の話と幼稚園、保育所の副食費の無料化があ

ったんですけど、ちしっともう時間かく無理なので、これは次回、ちしっと内容を変え

るかもしれませんけど、やろうと思ってますんで、これで今日の私の質問は終わりにさ

せていただきます。どうもありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で吉岡嘉宏議員の一般質問は終わりました。

○議○（ ○ 良幸君） ここで暫時休憩を取ります。再開を１０時１５分といたします。

午前１０時００分休憩

午前１０時１５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、６番、小島義次議員を指名いたします。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 失礼します。６番の小島義次です。通告かによりまして

質問させていただきます。

まず、誰も取り残さない福祉施策を求めるものですが、少人数障害者への支援につい

てお伺いします。

障害者に対する支援は、いろいろな面で充足してきていると思います。年齢別にも、

障害の種類によっても、それぞれに対応した取組がなされていることは、障害のある方

にとっては助かっていると思います。そこで、障害の種類や程度による分類は、肢し不

自由とか、視覚障害とか聴覚障害等、また精神的な障害、そして発達障害等ある子供な

ど多岐にわたると思いますが、その中で人数が少ないのはどの障害なのでししうか、お

聞きいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員のは質問にお答えさせていただきます。

平成２８年度に、障害を理由とする差別解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差

別解消法が施行され、行政機関や民間企業・事業者に対して、不当な差別的取甚いの禁

止、合理的配慮の提供が努力義務として位置づけられました。

また、第２次神河町長期総合計画の中で、神河町の目指す将来像として「障がいのあ

る人も暮らしやすいまち」「地域で支え、ともに暮らせるまち」を掲げ、実すのための

各種障害施策を積極的に展開しているところです。

広報・啓発活動としまして、障害者差別解消法の施行に合わせて、役場職員と町議会
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議員の皆様との合同研修会の実施、広報かみかわによる住民周知も行ったところです。

小島議員のは質問のとおり、誰も取り残さない福祉施策を展開するため、障害のある

なしにかかわらず、かての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社

会・神河町を引き続き目指してまいります。

なお、それぞれのは質問につきましては、担当課長からは説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えをさせていただきます。

障害の手３は大きく３つに分かれており、３障害と言われています。

神河町民の方で、３障害の手３保持者は、６月１日す在で、合計７０２名となってお

ります。

障害別の人数は、精神障害者手３保持者が５０名と一番少ない状況です。次に、知的

障害者が対象の療育手３保持者が１３０名です。け後に、身し障害者手３保持者が一番

多く、５２２名となっております。

身し障害の種類別では、視覚障害者は３０名で、うち１・２級の重度の方は１９名で

す。聴覚障害者は３４名で、うち重度の方は８名です。音声・言語障害者は５名で、う

ち重度の方は１名です。肢し不自由者は、上肢・下肢・し幹・運動機能障害を合わせて

３２４名で、うち重度の方は９５名です。内部障害者は、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・

直腸・小腸・免疫機能・肝臓・肛門機能障害を合わせて１２９名で、うち重度の方は８

６名の状況です。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。神河町の中におきましても、

大変多くの方々が障害があるということで、これから先、それに対する施策も進めてい

かなければいけないと思いますが、第２次長期総合計画の中で、障害者福祉の項目では、

障害を抱える方たちが、自分の思いを伝え、自分らしい生活や活動するため、同じよう

な悩みや経験を持つ方や家族同士が互いに支え合うため、当事者や家族の交流活動の促

進に努めますとあります。本町では、その交流活動の支援の対象となっているのはどん

な団しあるいはサークルなどがありますか、お尋ねいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えさせていただきます。

町から補助金を交付している団しは、神河町身し障害者福祉会と神河町手をつなぐ育

成会の２つの障害者団しです。それぞれの団しでは親睦事業や研修会などを実施されて

おり、会員相互や市町村の垣根を超えた交流や相談の場となっています。
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教育事務所関連では、中○磨地区の聴覚・言語障害の方を対象にくすの木学級を、視

覚障害の方を対象に青い鳥学級を実施されており、同じ障害をお持ちの方の交流の場と

なっております。

また、精神障害の方を対象に、健康福祉課において、月１回ではありますが、精神デ

イはアとしておにぎりク甚ブを実施し、精神障害者の交流の場となっております。県の

組織としましては、兵庫県精神福祉家族会連合会もあり、昨年、設立５０周年を迎えて

おられます。

公民館サークルでは、手話サークルあおぞらがあり、聾唖の方とのコミュニはーショ

ンツールとしての手話技術の向上と交流に努められております。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。その中で、身し障害と一くく

りで言いましても、今の説明ありましたように障害は幾つかに分類することができると

思います。特に視覚障害については、見えないことが生活の中での情報量として絶対的

に少ないと言えます。そのことが当事者の活動の大きな制限になってきているのではな

いかと思っております。これはアイマスクし験をすればすぐに分かることですが、身し

的に他のところに障害がある場合と、比較といっては十分できないと思いますけども、

それとの違いであれば、その視覚に対しての違いが生じてくると思います。

先日のははは報道の中にもありましたけれども、今、新型コロナウイルス感染予防対

策として三密が言われていますが、支援者がおられないと、見えない方にとってはほち

不可能に近いと言えます、というようなことも報道されてありました。このような方が、

視覚障害のない方たちと一緒になって行動ができるかどうかというところですが、この

点についてはどう思われるでししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えさせていただきます。

視覚障害のある方においては、特に移動や文か処理など日常生活において、活動や行

動に大きな制限が生じていると認識しております。

しかしながら、障害の種類や程度によらず、さらに障害の有無にかかわらず、共に生

き生きと活動できる社会を目指すノーマ甚イゼーション、また、性別・文化・障害の有

無等に関わりなく、誰もが地域社会の一員として支え合う中で、安心して暮らし、一人

一人が持てる力を発揮して活動できるユニバーサル社会の実すを目指した取組を、国・

県・市町村において積極的に行っております。また、施設整備においても、兵庫県福祉

のまちづくり条例に沿ったバリアフリー化を推進しております。

町においても、第５期障害福祉計画の基本理念「地域で支え、ともに暮らせるまち

かみかわ」を掲げており、地域や社会が視覚障害者の目の代わりになれる町民意識の醸
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成を目指しております。

また、民間においても、視覚障害者の外出や日常生活を支援するために、眼鏡に小型

カメ甚を装着しての遠隔ガイドサポートシスはムの開発が進んでいると聞いております。

できるだけ早期の完成を期待しているところでございます。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。その視覚障害等ある方に対し

ての物資的な面から、いろんな支援の機材が開発されているということは非常にありが

たいことで、これから先、そういう機材をどんどん利用して生活に取り入れて、生活し

ていくということが可能になってくると思います。

私は、福祉施策として、この視覚障害者もありますけれども、その方だけではなくて

少人数の障害者への配慮をもお願いしたいと思います。障害の特性に対応した補助ある

いは支援をスムーズにお願いしたいということです。人数は少ないですが、当事者のつ

らさや苦労を推しはかることが大切ではないかと思います。また、その障害のある方同

士、特に視覚障害のある方は、自分の思いや悩みが、同じ障害の人と話し合える機会が

非常に少ないということも聞いております。話し合えることで孤立感が解消され、また、

ストはスの解消や生きる励みにつながると思います。人数は少ないですけれども、その

ような場が持てるように連○とか連携とかできるような施策ができないものでししうか、

いうことです。行政のほうからそのような場の設定の手助けをしていただきたい。そう

することが、誰も取り残さない、置き去りにしない福祉施策につながると思いますが、

いかがでししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えさせていただきます。

障害者総合支援法は、障害のある方への支援を定めた法律で、障害や難病のある人、

個々のニーズに応じて様々な福祉サーはスが利用できる仕組みを定めています。例えば、

視覚障害者の方へのサーはスとしては、外出時の支援としてガイドヘルパーによる同行

援護、家事等の手伝いを受ける居宅介護などの福祉サーはスや、活字文章読上げ装置・

拡大読か機・盲人用時計やし温計などの生活上必要な機器購入の補助として、障害者等

日常生活給付事業を行っています。

補装具では、白杖（はくじしう）・義眼・矯正用や遮光用の眼鏡等の給付もあり、い

ずれも原則本人１割負担で利用できます。

さて、同じ障害の人と話し合えることで、生きる励みにつながるのではとのは質問に

ついては、小島議員のは質問のとおり、同じ境遇の方との交流の場は非常に心強いもの

であると思います。

神河町では、身し障害者福祉会が組織されており、肢し不自由、内部障害、聴覚障害、
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音声・言語障害の方など、身しに障害のある６３名の方が会員として活動されており、

定期的に交流会や研修会、座談会を開催されています。残念ながら視覚障害の方は加入

されていない状況ですが、障害の種類は異なりますが、いろんな障害の方との交流の場

・相談の場として一緒に活動していただければ甚甚スになることもあると考えておりま

す。

また、人数にもよりますが、身し障害者福祉会の中に、それぞれの障害の種類ごとに

部会を設置したり、２つ目の質問の中でも紹介をさせていただきましたが、視覚障害の

方を対象とした青い鳥学級の拡大版の組織の設立も一つの方法かと考えます。

町民かてが、お互いの個性を認め、尊重し合い、安心で安かな生活が送ることができ

る共生社会の実すを目指し「地域で支え、ともに暮らせるまち かみかわ」を目指し、

引き続き施策の展開に努めてまいります。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。今の答弁の中で、視覚障害の

方、加入されていないという状況とありましたけれども、何らかのいろんな状況がある

んじゃないかと思うんですけども、なぜ加入されないのかというようなことは把握され

ているでししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。この身し障害者福祉

会のは案内につきましては、障害者手３交付時または更新時にチ甚シ等では案内をさせ

ていただいております。また、ある方には民生委員のほうが毎年６月に実施をしており

ますふれあい交流会、そちらのほう、障害者の方をお招きして歌を歌ったり踊ったり食

事を振る舞ったりというような活動もしています。その中で視覚障害の方も来られてま

すので、こういう活動もしてますよというような紹介はさせていただいているんですけ

ども、す実にはまだ加入に至っていないというところで、なかなか身し障害者福祉会の

役員さんのほうから、勧誘に行きたいんやというようなことも言われますが、個人情報

の関係でお知らせできないということで、行政のほうで、更新時、また手３交付時には

案内のみさせていただいているという状況でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） いろんな努力をしていただいているということで、あり

がとうございます。加入できない状況があると思うんですけれども、それにも配慮して

いただければありがたいと思います。少人数であっても、その方たちがつながる施策を

よろしくお願いしたいと思います。

次に、防災と福祉の連携による個別支援計画作成の促進についてお伺いいたします。

兵庫県では、令和２年度から、ハイリスク層、いわゆる要介護度の高い独居高齢者とか、
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人工呼吸器装着者等の方々の避難のための個別支援計画について、居宅介護支援事業所

等と自主防災組織が連携しながら、本人、家族ともに作成に取り組む兵庫方式を県内か

市町で本格的に展開されることになりました。本町としても、このモデル事業を昨年ま

でされてきたということですが、その成果はいかがでしたでししうか。また、課題点等

ありましたらお聞かせください。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員のは質問にお答えさせていただきます。

近年、３風や長雨による豪雨災害や、南海ト甚フ・山す断層等による大規模地震の発

生予想が取り沙汰されています。

これらの災害から身を守るためには、日頃から防災に対する意識づけや準備・訓練が

重要と言われております。

このような中、自力で避難が難しい避難行動要支援者においては、災害発生時もしく

は発生が予想される時点で避難することが重要です。そのためにも、当事者本人の身し

状況や病歴等を勘案した個別支援計画を事前に作成しておくことが重要と考えます。

町としましても、一人でも多くの方の生命と財産が守れるよう、ハード面・ソフト面、

両面での防災対策の充実に取り組んでまいります。

なお、個々のは質問につきましては、担当課長からは説明申し上げます。よろしくお

願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えさせていただきます。

個別支援計画とは、災害等が発生し、避難が必要となった当事者の避難時の携行品、

情報連○・避難誘導時・避難先での留意事項、避難経路の確認、かかりつけの医療機関

や薬の確認などを、はアマネジャーや家族・当事者が事前に話し合って計画策定するも

のです。

昨年、県のモデル事業の補助を受け、寺前ブロックの防災訓練に合わせて、上小田区

・南小田区・高朝田区で取組をいたしました。

成果としましては、１つ目、避難行動要支援者名簿の安否確認方法が確立できました。

２つ目、福祉避難所への運搬方法が確立できました。３つ目、地域・行政・福祉避難所

との連携が確立できました。

個別支援計画の作成はもちろんのこと、上小田区では、地域の役員さんに集まってい

ただき、福祉・防災マッ甚の作成をしていただきました。避難時に支援が必要な方を地

図上に記入することで、要支援者の住宅の場所と名前が簡正に把握できるようになりま

した。

南小田区では、事前にはアマネジャー・民生委員児童委員・家族・当事者とで、事前

に避難行動等の個別支援計画を作成し、地元の福祉避難所、によん神河から当事者を迎
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えに来ていただくなど、積極的な協力をいただいて実施ができました。

高朝田区では、当事者の避難手段として、リヤカーに座布団を敷き、そこに当事者を

乗せて避難所まで運ぶなど工夫を凝らした内容で実施ができました。

課題としましては、当事者が避難所に行くと周囲の人に迷惑をかけるのではないかと

ちゅうちしされることが多いため、障害者や要介護者と地域・健常者との共生社会の構

築、ノーマ甚イゼーションの啓発・定着を今後目指してまいります。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。たくさんの成果があり、これ

から非常時の場合に、それを基にして活動ができるということはとてもいいことである

と思います。

この計画は、その成果や課題を踏まえながら、平常時あるいは災害時の支援を一し的

に考える仕組みづくりにより、包括的な支援し制が整った地域共生社会の構築を目指す

ものだということです。この個別支援計画作成に係る経費について、県からも支援があ

るということですが、これは避難行動要支援者にとっては、なくてはならない支援制度

だと思います。本町において該当するはース、また、その該当数はどのぐらいあります

か、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員

のは質問にお答えさせていただきます。

す時点では、国において個別支援計画の作成は義務づけられていませんが、災害時、

要援護者の命を地域かしで守るためには、個別支援計画を作成し、地域の防災力を高め

ることが必要と考えます。

そこで、町内居宅介護支援事業所に調査をお願いしたところ、半日以上、一人または

高齢者のみの世帯で、個別支援計画が必要と思われる方は１１２件、常に介護者はいる

が、家族だけでは避難できないの世帯は６５件、合計１７７件となっております。

なお、災害時要援護者３３に登録されている人数は３０２名という形です。以上です。

よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。かなりの数の件数があるという

ことが分かりました。この事業を実施するに当たりまして、地域の支援力のアセスメン

トが行われるということですが、高齢化によりまして地域の支援力が低くなってくる地

域もあると予想されます。そんなときはどう対応していくのか、お考えをお聞かせくだ

さい。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、小島議員
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のは質問にお答えさせていただきます。

３風・大雨等、事前に予想できる災害については、自主防災組織や消防団・はアマネ

ジャー・民生委員児童委員・民生協力委員等により、事前避難等の働きかけができます

が、地震などの突発的な災害においては、日頃の訓練や備えが重要と思われます。

そこで、地域の支援力が低い地域においては、訓練時からブロックの取組として、協

力し制・連○し制の構築が重要と考えます。そのためにも、住民生活課から各自主防災

組織にお願いをさせていただいております、地区防災計画の早期作成が重要と考えます。

以上、小島議員のは質問に対する回答とさせていただきます。お願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。地域防災計画、これの早期の策

定が重要だということですけれども、今申しました地域防災計画の中に、支援力が低い

ことに対する施策は盛り込まれるのでししうか、どのような形で盛り込まれるのか、分

かっている範囲でお願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。は

指摘の地域のそういった防災力が弱いところといいますか、いわゆる限界集落であると

か、そういった人数が少なくなっている集落の対応はどうするのかというお尋ねかとは

思います。確かに集落運営そのものがなかなか困難になっている、あるいは区の役員を

担う方もいなくなっているというふうな状況もお聞きはしておりまして、なかなかそう

いったところで、今お話が出ている地区防災計画の策定というのは困難な部分があろう

かというふうに感じております。そういったところは、例えば近隣の区と一緒になって

考えていただくであるとか、必ずしもこの地域防災計画は一つの地区で作成をしなけれ

ばならないというものではありませんので、そういった少し視野を広げた形で取組を考

えていただけたらなと、そういうふうに今後も我々も推進できたらなというふうに考え

ております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。高齢化によりまして、この町

も、このような支援の必要性がますます高まってくるんではないかと思っております。

その手順をはっきりと示しておくこと、これは災害時に大変有効なことであると思いま

す。充実した計画をお願いいたします。

次、け後になりますけれども、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所の運営に

ついて質問いたします。

これから大雨や３風のシーズンを迎えまして、避難所開設の機会が増えてくる季節に

なります。兵庫県からも感染症と災害から命と健康を守るために、新型コロナウイルス

感染症に対応した避難所運営ガイド甚インがこの６月に発行されたと思います。避難所

における新型コロナウイルス感染症対策は大変年しいものがあると思います。
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そこで、まずフェーズゼロとして、事前準備としての収容人員の確認については、ソ

ーシャルディスタンスが確保できるのか。そのための十分な避難所数の確保ができるの

か。また、感染症に対する消毒液などの衛生物資、間仕切り、あるいは段ボールベッド

などの避難所運営物資は準備できるのかということについて、お伺いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員のは質問にお答えさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症が終息傾向に見えても、再び感染の拡大が懸念されていま

す。こうした予断を許さない中で、風水害や地震などの災害の発生や、そのおそれがあ

る場合、避難勧告や指示など避難情報の発令とともに避難所を開設し、避難者を受け入

れることになります。避難所に多くの人が避難した場合、密閉、密接、密集のいわゆる

三密の状態になりやすく、新型コロナウイルス感染症が拡大しやすい環境となります。

ワクチンや治療薬が確立されていないす状では、より一層の感染防止に努めなければな

りません。

避難者のソーシャルディスタンスの確保については、県の新型コロナウイルス感染症

に対応した避難所運営ガイド甚インに基づき、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

また、必要な衛生用品・備品等の購入に係る経費については、今回の追加提案を予定

させていただいておりまして、予算が確保でき次第、調達を進めさせていただきます。

いつ起こるか分からない自然災害に対し、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所

運営等をそ滑に行えるよう、避難方法などの住民への事前周知のほか、避難所での必要

な物資、資機材、要員の配備や役割分担・手順の確保など、着実に備えを進めてまいり

ます。

なお、個々のは質問につきましては、担当参事からは説明申し上げます。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営に係る小島議員のまず１点目

のは質問にお答えをさせていただきます。

地域防災計画に記載しております各指定避難所の収容人数というものは、一時避難の

場合、算定基準１人当たり広さ２平米、滞在避難の場合は１人当たり⒊３平米で算出し

た収容可能人数となっております。この基準面積には、ソーシャルディスタンスが確保

できる面積は含まれておりませんので、この今言いました平米数で避難者を収容すると

いたしますと、ソーシャルディスタンスの確保ができていないということになります。

したがって、県から示されましたガイド甚インに従いまして、標準世帯３人、これは３

人家族ですけども、この家族の居住面積、１人当たり３平米５ける３人で、３５ける３

の９平米、これにソーシャルディスタンスと共有部分を含めた１１平米、これが県で示

された面積なんですけども、この９平米と１１平米を足して出てくる１世帯の必要面積、
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２０平米を基準面積として、これにより算出される収容可能人員を当面の各避難所の収

容人員としたいと考えております。

なお、大規模災害が発生した際に、町の指定避難所だけでは避難者を収容できない可

能性もありますので、一時避難所となる各区の公民館等もしばらくの間、一時避難だけ

ではなく、滞在の避難所としての活用もお願いしたいというふうに考えております。

また、少しでも多くの避難所の数を確保するために、町内の指定管理の宿泊施設、具

し的に申し上げますと、グリーンエコー笠形、峰山高原ホはルリ甚クシア、ホはルモン

は・ローザも、いざというときの避難所として活用させていただけるよう依頼もしてお

るところでございます。

また、先ほど町長が申しましたように、手指消毒や掃か用のか菌剤あるいはハンドソ

ー甚、ペーパータオル等の衛生消耗品、それから非接触型のし温計、間仕切りなどの備

品につきまして、今回の追加提案をさせていただいた補正予算で必要経費を計上させて

いただいております。順次準備をしていきたいと考えております。さらに、衛生消耗品

については、各区の公民館等にも備えていただけるように必要な数量を購入する予定で

ございます。

以上、小島議員の１点目のは質問に対する回答とさせていただきます。よろしくお願

いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。次に、このガイド甚インの中の

フェーズゼロの中の６項目めとして、住民への事前周知は、マイ避難カードの作成推進

も含め、どのような方法でか町民に知らせていくのでししうか、お伺いします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは２

点目のは質問にお答えをさせていただきます。

災害時の避難は、いつ、どこに、どうやって避難行動を取るのかが重要でございます。

これらを地域の危険性を確認あるいは点検しながら、洪水や土砂災害などの災害別の危

険性を知り、どのようなタイミングで避難行動を取ればよいかを住民自らが考えて、平

常時からカードに記しておくものがマイ避難カードと呼ばれるもので、兵庫県がその取

組を推進しているものでございます。本日の神か新聞の１面にも紹介をされておりまし

た。

また、これはひしうご防災ネットのスマートフォンア甚リの中でも入力ができるよう

になっておりまして、住民の皆さんの中には、このマイ避難カードの作成に取り組んで

いただいている方もあるのではというふうに思っております。

今後、このマイ避難カードの推進につきましては、自主防災かみかわの防災訓練や防

災講習会、先ほどの質問の中にも出ておりました地区防災計画の作成推進の機会、また、

はーブルはははの防災啓発コーナーなどでも紹介をしていきたいと考えておりますし、
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また、他市町の取組も参考にしながら、有効な活用に努めていきたいというふうに考え

ております。

なお、感染症対策のための分散避難として、３風接近前の避難所の事前開設のときや、

避難勧告の告知放送、防災ネットによるメール配信等で、避難所に移動する以外にも、

状況に応じて、例えば家の２階へ垂直避難をしていただく、あるいは知人や親戚宅への

避難も考えていただくよう情報発信をしてまいりたいと考えております。

あわせて、平時から、広報やはーブルはははでそういう選択肢もあるということを住

民の皆様にお知らせをしていきたいと考えております。

以上、小島議員の２点目のは質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。事前にいろんな形で住民に周知

するという方法も非常に大事だと思います。

次に、フェーズ２としての実際に避難所が開設されたとき、学校や各区の集会所など

床面積の多い、少ないがありますけれども、避難者の受入れや健康管理のし制は誰が行

うのか、そしてまたどのような計画がされているのかということをお聞きいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、

小島議員の３点目のは質問にお答えをさせていただきます。

町指定避難所の運営し制についてでございますが、３風の接近が予想される場合等の

事前開設に当たる職員は、水防計画かの中であらかじめ指定をしております。事前開設

から引き続きの避難所運営は、避難所ごとに担当対策班を割り当て、各班長の指示を受

けた職員が避難所対応を引き継いでまいります。

今後の感染症対策としましては、避難者の受入れの際、検温と、要は発熱の有無です

ね、それと問診票による健康状態のチェックを行っていきます。その結果、感染症の疑

いのある方については、隔離のために用意するパーはィションはント、もしくは、施設

の中で別室が使用できるところについては、その部屋で休んでいただくということを考

えております。その上で、すぐに保健師に連○を取りまして、電話で状況のやり取りを

する、あるいは保健師が避難所に出向いて容しを確認をさせていただきます。その結果、

隔離スペースで引き続き安静にしていただくか、必要に応じて病院へ搬送することにな

ると、そういった対応を取ります。病院への搬送は、基本的には救急○となると考えて

おります。また、各区の避難所にも、非接触型し温計を配付させていただき、避難者の

し温チェックをお願いする予定でございます。もし発熱者があれば、別室で休んでいた

だき、保健師の巡回等によって対応を検討していきます。

一方、感染症の疑いはないとそのときに判断できる方が、容しによってそれでも病院

への搬送が必要となった場合、救急○の手配のほかに、災害時要援護者班を中心とした

職員による搬送、さらには自主防災組織、消防団による搬送をお願いすることもあり得
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るかというふうに考えております。

なお、保健師の対応として、避難所が遠方であったり、災害の状況によってはす地へ

出向くことができないことも、そういった場面もあるかと想定されますので、ウェブを

活用したリモートによる避難者対応も今後の課題として検討していきたいというふうに

考えております。

いずれにせよ、これまでになかった様々な避難所対応が必要になってきます。役場で

は防災対策について、従来から私ども住民生活課、そして総務課、建設課の３課を中心

に対応を協議してきましたが、今年度につきましては健康福祉課も交えて、感染症対策

を含めた避難所運営し制の確認を行ってきたところでございます。

今後とも、有事の際に不測の事態に陥らないよう、役場内でしっかりと連携して防災

対応に当たってまいりたいというふうに考えております。

以上、小島議員の３点目のは質問に対する回答とさせていただきます。よろしくお願

いします。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。様々な対策を練っていって、

け終的には住民の方の生命、安かを守るということにつながっていくと思いますけれど

も、この非常時の際に、今聞いておりますと、役場の職員の方の、いわゆる役場内でし

っかり連携してとありますけれども、例えば大地震が来た場合ですね、土砂崩れ等があ

りまして、そこの避難所まで行けないと、役場の職員の対応ができないというような場

合、避難所に行くことが間に合わない場合はどうするのかいうことだと思うんですね。

そこにはやっぱり地域の方々の応援が必要だと思うんですけれども、そのようなことは

求められるのでししうか。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。は指摘のと

おり、災害もどのような状況に陥るか分かりません。特に地震などで大きな広範囲な被

害が出た場合、職員が登庁すること自しも困難な場面も予測されます。そういったこと

も想定して、昨年度、業務継続計画というものも策定をさせていただいたわけなんです

けども、そういった状況の中で町の指定避難所あるいは各区の避難所にもなかなか手が

回らないといった状況も考えられるわけでございまして、特に各区の避難所においては、

区長さんなり各自主防災組織のリーダーを中心として運営をお願いしていく。その状況

の中で、基本は各個人がけ低３日分の食料等を用意する、物資を用意するということに

なりますけれども、各区においても、そういった備蓄についても今後検討していただき

たいというふうに考えておりますし、もしそういった感染症の心配があったときに、な

かなか今、考えている手段としましては、保健師が巡回に行くといったことも申し上げ

ましたけども、なかなかいつもそういう場面、そういうふうにもいかない状況もありま

すので、そういったことも含めて区長会であるとか自主防災の会合の中で、まずは自助
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・共助、その辺りをしっかりと対策を立てていただく、結局先ほど申し上げました地区

防災計画の作成ということにつながっていくんですけども、そういった意味でも各区で、

地域で有事に対して、いざというときにどうするかということを平時から考えていただ

くということも、啓発をしていきたいというふうに考えます。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。非常時は、住民自しが助け合

って避難したり、そこで過ごすというようなことも対応としては考えていかなければな

らないということも、そんな事態も起こることがなきにしもあらずというような時代に

なってきております。このような新しい時代に入りますと、新しい出来事も次々と起こ

ってきます。今までなかったような出来事が起こる可能性も非常に多いということです。

それぞれに対応する施策も新しく考えなければならないと思いますけれども、かてのこ

とについて対応する計画をすると、あるいは対応する手段を決めていくということは難

しいことだと思いますけれども、できるだけそういう住民の命、安かを守るような方向

に持っていっていただきたいと思います。

人３減少が続くこの神河町にありましても、知恵と工夫で、あるいは努力で持続可能

な町づくりがなされますようにお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で小島義次議員の一般質問は終わりました。

以上で一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。再開を１１時１５分といたします。

午前１１時０３分休憩

午前１１時１５分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

・ ・

日程第２ 第５６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、第５６号議案、令和２年度神河町一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。

審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員○（三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。それでは、総

務文教常任委員会の審査報告をさせていただきます。

６月１６日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を付託されました第５６号

議案、令和２年度神河町一般会計補正予算（第３号）についての審査報告をいたします。

委員会を６月１６日に開催し、審査を行っております。

採決の結果、委員か員の賛成により、当委員会としては、原案のとおり可決すること
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に決定しました。

なお、討論はございませんでした。

審査に際しまして、観光キャンペーン委託料に関連する資料として、一般財団法人関

西観光本部の甚甚スワントリッ甚キャンペーンの概要と観光施設等連携甚ロジェクト整

備事業の資料の配付、また説明を受けています。

次に、審査の過程におきますところの主な質疑応答の内容を報告いたします。観光キ

ャンペーン事業は神河町にメリットがあるのかとの質疑に対しまして、甚甚スワントリ

ッ甚キャンペーンは、関西エリアを８圏域に分け、その中に姫路圏域があるので、それ

に甚甚スした神河町までの地域での動画の作成、ファムトリッ甚などに十分メリットが

ある。

また、広域連携のＤＭＯ組織、これは観光地域づくり法人の組織でございますが、こ

れに加盟することによってインバウンドを含めた集客が見込めるとのことで、この甚甚

スワントリッ甚キャンペーンに加わりながら、頑張っていきたいとのことでございまし

た。

次に、外国人観光客受入基甚整備事業の観光施設のトイは改修は、補助事業そのもの

がなくなったのか、もしくは応募したが採択されなかったのかとの質疑がございまして、

メニューが変更になって、トイはの洋式化は認められないので、町の一般財しで実施す

ることにしたとのことです。

また、改修工事をする場所についての問いがございまして、グリーンエコーのすこや

かトイはと天満宮横のトイは、モンは・ローザ、そして川の駅のトイはで、洋式に改修

していくとのことで、町が関係する施設のトイはの洋式化は完了しますが、砥峰高原の

トイはの改修は、県に要望しているとのことでございます。

また、手洗い、蛇３になりますが、蛇３の自動化、センサー式についての質疑がござ

いまして、手洗いは、新型コロナウイルスの関係で自動化が求められているとのことで、

町かしの施設を調査して、今後、検討していくとのことでございます。

次に、集落公園等整備事業補助金に係る集落公園の定義についての質疑がございまし

て、公園には、一般的に広場といったようなものや遊具のないところもあるが、それら

を含めて、子育て世代の希望に応えていくという趣旨で、広い範囲で公園を定義してい

ると。その中で、修景施設、ベンチ等の休憩施設、遊具等も含めて整備をする費用に対

して補助をしていると。

助成対象にしているものは、老朽化・危険度が増したので修繕をするもので、ある程

度経費のかさむもので、通常の維持管理は、地元にお願いしたいと考えているとのこと

でございました。

また、公園の遊具等で事故が起きた場合の賠償責任の問題があるので、公園の定義、

維持管理区分の整理が必要になっているのではという問いがございまして、これに対し

て集落公園補助要綱の公園の定義は明確にしたい。また、管理区分は、委員会に提出で
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きるような形で整理をしていきたいとのことでございました。

次に、観光施設等連携甚ロジェクト事業助成金に係るＫＡＭＩＫＡＷＡサイクルツー

リズム事業のはンタサイクル、ルート整備、スポット甚はートの設置、甚ロモーション

はデオの作成の内容についての質疑がございまして、回答として、日本かしにサイクル

ツーリズムの動きがあり、神河町では３年前からヒルク甚イムを始めており、神河町へ

のサイクリストの入り込みは毎年増えている。

また、○○沿線活性化協議会も中○磨県民センターと共同でサイクルトはインの事業

も行っている。また、銀の馬○道鉱石の道のＰＲ事業として中○磨県民センターと○馬

県民局が共同でサイクリング事業を行っている。

このような背景の中で、神河町観光協会もはンタサイクルを行いたいとのことを聞い

ていたところ、民間企業がサイクリストの集えるカフェとゲストハウス事業を行うこと

になったので、そこと連携してサイクルツーリズムを具し化するために、このたび補正

をしたとのことでございます。

はンタサイクル、ルート整備、スポット甚はートの設置、甚ロモーションはデオの作

成は、事業を実施する観光協会が民間企業と連携しながら事業を展開するので、町とし

ては、細かい部分の詰めをしていないので、早急に詰めて、分かりやすい形態にしてい

きたいとのことでございました。

次に、ＧＩＧＡスクールで購入するタブはットは、非常時に自宅へ持って帰れるのか

との問いに対しまして、持ち出しは可能で、早い時期に家庭学習に活用できる方向で検

討しているとのことで、その中で、児童生徒に家庭でのＩＣＴ環境のアンはート調査を

しており、９０％近くの家庭でＷｉ－Ｆｉが使えるという結果だったとのことでござい

ます。

また、文部科学省には、Ｗｉ－Ｆｉが利用できない家庭にポはットＷｉ－Ｆｉなどを

貸し出す事業があるので、それを積極的に活用してか員が利用できるし制に持っていき

たいとのことです。

次に、タブはットの通信費は、学校・教育課で負担するのかという質疑がございまし

て、これに対して、これからの検討事項になるとのことでございました。

また、ＧＩＧＡスクールには、今後、新たな経費が発生するのではないかという質疑

がございまして、予算については、す時点で想定しているもので、今後必要なものが出

てくるかもしれないとのことでございました。

次に、パソコンリース料の内容についての質疑がございまして、この内容は、８６か

所のアクセスポイントの電波干渉を自動検知機能により、無線チャンネルの自動調整を

行う管理ソフトの甚イセンス料で５年間分のうち、令和２年度の８か月分を計上してい

るとのことでございます。また、予算科目の名称は、昨年度予算と同じ名称のパソコン

リース料を利用したとのことでございます。

次に、町としてのＧＩＧＡスクールの今後の推進し制についての質疑がございまして、
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当初は、令和５年度までの計画だったが、新型コロナウイルス感染症対策により前倒し

になったため、この補正予算でか生徒・児童分のタブはットを購入することで進めてお

り、今後は早急に使用面も考えていかなければならないとのことで、ＧＩＧＡスクール

サポーターを活用するのと、情報教育指導員を中心に学校に指導し、町内の学校教職員

で組織する情報教育担当者会等で検討を重ねていきたいとのことでございました。

委員会では、これらの質疑応答を通して、ＧＩＧＡスクールの内容は、非常に専門的

な部分があり、また時代の推移、また子供たちのためにも導入しなければならないが、

学校す場は、コロナ休業から再開して間がなく、授業を優先しなければならないので早

速の検討もできない状況なので、今後の進捗とす場の状況は、今後の委員会で調査して

いくこととしました。

以上、大まかな報告をしましたが、ＧＩＧＡスクールに係るアンはート調査の他の設

問の結果など詳細は、配付しております報告かに記載しておりますのでははいただきた

いと思います。以上で第５６号議案の審査報告を終わります。

○議○（ ○ 良幸君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。ございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第５６号議案を採決します。本案に対する委員長報告は原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立か員であります。よって、第５６号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第３ 報告第５号

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、報告第５号、専決処分の報告の件（交通事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 報告第５号の報告理由並びに内容については説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

－１０９－



でございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、昨年５月７日に発

生した公用○の対人及び対物事故について、訴訟に発展しておりましたが、今年６月２

日に判決の言渡しがあり、双方控訴をしなかったことで、６月１７日に判決金等が確定

しましたので、同日付で専決処分させていただいたものでございます。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院経営強化特命参事からは説明いたしますので、よろしくは

審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。それでは、報告第５号について詳細説明を申し上げますので、専決処

分かをははください。

この事故は、昨年５月７日火曜日、午前９時１０分頃、神河町中村５８番地の４先、

神す石油株式会社前、国道３１２号において発生した○両同士の事故でございます。神

す訪問看護スはーションの職員が、給油を終えて福す町方面に南下しようと公用○を国

道３１２号に進入させた際、南下してきた生野町在住の女性の方が運転される乗用○に

衝突したものでございます。

公用○の左フロントと相手○の右フロントが衝突しました。この事故により、相手○

を運転されていた女性の方がしの不調を訴えられ、お住まい近くの医院で治療も受けて

おられますので、本件は人身及び物損事故でございます。

この事故につきましては、令和元年１０月の２日に相手方が訴訟を起こされました。

請求の趣旨は、人損、物損、弁護士費用を合算した１３０万 ２００そのうち、請に支

払った１４万 １１３そを差し引いた１１５万 ０８７そに、事故日から支払い済みま 

での日まで、年５％の割合による遅延損害金を支払うこと。そして、訴訟費用は被告の

負担、この２点でございました。

令和２年３月１７日に姫路簡易裁判所で３頭弁論が行われ、その日に終結し、６月２

日に判決言渡しがありました。この裁判により、当方８０％、相手２０％の過失である

とされ、総額９０万 ３４２その賠償額で確定、この金額から請に支払っている額を差

し引いた７６万 ２２９そを６月の３０日に支払うことで解決の運びとなりました。な

お、この事故の賠償金及び公用○の修繕については、かて保険の範囲内で対応できたた

め、一般財し等の持ち出しはございません。

以上でございます。どうぞよろしくは審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 報告は終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

２番、三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。一つお尋ねをしたいのは、事
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故の内容というよりも、このように交通事故に係りますところの損害賠償の報告がこう

して各定例会ごとに議会に報告受けるんですが、訪問看護スはーションの関係が非常に

多いと思うんですね。確かに訪問看護スはーションにつきましては、○によって訪問し

ますので○に乗っている時間が長い、また慣れない道等も走られるので確かに事故の確

率というのは高くなると思うんです。そういう背景があれば、なおさら安か運転管理者

について、こういうような事故防止についてのね、啓発とか研修をしていかなあかんと

思うんですけど、そういう事故を防止するための訪問看護スはーションの中での安か運

転に対する研修の在り方というか、研修をどのようなことをされているのかをお尋ねし

たいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 井上病院総務特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。ただいまの三谷議員の質問にお答えをさせていただきます。

神す訪問看護スはーションでは、職員１９名、うち事務員２名を配置し、公用○１８

３で郡内、姫路市香寺町及び朝来市生野町を活動エリアとして事業展開をしております。

職員は、１人１日当たりそ５件の患者様宅を訪問しており、場所によっては大変狭い道

路や方向転換が困難な場所に進入することも多々ございます。職員に対しては十分に注

意するよう日々指導はしておりますけれども、どうしても事故が発生をしてしまいます。

ここ数年、数多く事故が発生していることもございまして、訪問看護スはーションの公

用○か○にド甚イブはコーダーを取付けをさせていただいております。このド甚イブは

コーダーは、走行中録画をするだけではなくて、○両が左に寄り過ぎたり、また中央線

を越えるなどした場合にはア甚ームで知らせてくれる機能も搭載をしております。事故

防止の一助になればと考えております。

また、昨年度においては、福す交通安か協会からＤＶＤをお借りしまして、か職員を

対象としたＤＶＤ視聴による交通安か研修も実施をさせていただいております。具し的

には、６月の２６日、また７月の４日、延べ４回、病院職員３００名を超える人数でご

ざいますが、参加者数２０９名でございました。今後も引き続いて交通安かの研修など

も開催し、交通安かに対しての意識醸成に努めてまいりたいと存じております。以上で

ございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようです。質疑を終結します。

報告第５号については、以上のとおりでございます。よろしくは了承のほどお願いを

いたします。

・ ・

日程第４ 第６４号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４、第６４号議案、令和２年度神河町一般会計補正予算
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（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町○（山名 宗悟君） 第６４号議案の提案理由並びに内容については説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町一般会計補正予算（第４号）でございまして、補正予算

（第３号）以降、補正要因が生じたものについて、補正するものでございます。

補正の主な内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言解か

を受け、事業所継続や雇用維持への対応、新しい生活様式への対応など、新たな段階の

新型コロナウイルス感染症対策に係る施策経費を予算計上するものでございます。補正

予算の財しは、国において成立しました令和２年度補正予算（第２号）によります新型

コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金など、国、県の財し措置をけ大限活用し、なお不足する財しについては財政

調整基金で充当するものでございます。

事業所継続や雇用維持、新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化を重点とし、補

正予算（第２号）に続き、地域の実情に応じたきめ細やかな住民生活や経済活動を守る

ための施策を実行してまいります。

町正独事業として、緊急事態宣言解かの地域経済の回復、活性化を推進するため、

「Ｇｏ ｔｏ かみかわ・Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ かみかわ」キャンペーン事業に １

９３万そを計上、感染症対策と経済対策とを並立して推進していくため、事業所等の新

しい生活様式を踏まえた感染症予防対策を支援、推進するため、「新しい生活様式」へ

の感染症予防対策事業に ６９４万 ０００そを計上、災害発生時の避難所開設におい 

て、第二波の新型コロナウイルス感染症ク甚スターの発生を予防するため、避難所感染

症対策整備事業に １７８万 ０００そを計上しております。 

これら３本柱の事業を重点として、学校、幼稚園の再開に際して施設の衛生環境を整

備するため、児童、園児の使用する水道の蛇３を非接触のセンサー式に整備する経費を

計上、隙間のない対応を図るため、子育て世帯地域商品券助成事業において、対象世帯

の範囲を妊婦、大学生等に拡大するための経費を追加計上しております。

その他、教育関係において、国・県支出金を活用して新型コロナウイルス感染症対策

経費を計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１今 ３５９万 ００ 

０そを追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７今 １５６万 ０００そと 

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事からは説明いたしますので、よろしくは審

議をお願いいたします。
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○議○（ ○ 良幸君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。それでは、

第６４号議案の詳細説明をいたします。事項別明細かでは説明をさせていただきますの

で、６ページのほうをははください。

２、歳入、１５２国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、１今 ８

０７万 ０００その増額で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額

で、国の１号補正に係る第２次交付限度額分、国庫補助金事業の地方負担算定分が８０

７万 ０００そ、国の２号補正に係るものが１今 ０００万その増額でございます。 

これによりまして、補正後の地方創生臨時交付金は、国の１号補正の第１次交付限度

額分が ４２４万そ、第２次交付限度額分が ０００万そ、国の２号補正が１今 ００  

０万そで、合計予算額は２今 ４２４万その見込みでございます。

なお、国の１号補正の第２次交付限度額分及び国の２号補正分につきましては、額の

通知はす在のところ未定でございます。

続きまして、２目民生費国庫補助金１００万その増額で、新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金による増額でございます。児童福祉施設等における感染症対応力を

底上げしつつ、継続的なサーはス提供が可能となるよう各種支援を行うもので、１施設

当たり５０万そを限度に交付されるものでございます。補助率は１０分の１０でござい

ます。

７目教育費国庫補助金は４５０万その増額でございます。

まず、学校教育活動再開支援事業補助金として、小学校費補助金で１５０万そ、中学

校費補助金で５０万そ、合わせまして２００万その増額でございます。補助金の概要は、

段階的な学校再開に際しまして、学校の感染症対策等を徹底し、学校教育活動の再開を

支援する経費を緊急的に措置するものでございます。補助率は２分の１でございます。

次に、社会教育補助金１５０万その増額は、２目民生費国庫補助金では説明しました

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金で、補助金の概要は同様でございます。

幼稚園費補助金１００万その増額は、教育支援し制整備事業費交付金の増額でござい

ます。

補助金の概要は、新型コロナウイルスの感染症対策の強化を図るため、マスク、消毒

液の衛生用品や感染症予防のための備品の購入を支援するものでございます。補助率は

１０分の１０でございます。

１６２県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金は、１１万 ０００その増額で、

ひとり親世帯への臨時特別給付金事務費補助金による増額でございます。国の２号補正

による経済支援策で、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を独りで

担う低所得の独り親世帯に、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うもので、

臨時特別交付金が給付されるものでございます。給付事務につきましては、兵庫県中○
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磨福祉事務所が実施をいたし、申請受付、案内通知等は町が実施するもので、これに伴

います事務経費が交付されるものでございます。補助率は１０分の１０でございます。

なお、関連で給付の内容を申し上げますと、給付対象者は、令和２年６月の児童扶養

手当の支給を受けておられる方、公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の

支給を受けておられない方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、

直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方でございます。給付額につ

きましては、児童扶養手当受給世帯への給付が１世帯５万そ、第２子以降１人につき３

万そを加算給付されるものでございます。収入が減少した児童扶養手当受給世帯等につ

きましては、１世帯５万その給付でございます。

当町の対象者の推計につきましては、平成２７年度の国勢調査によります独り親世帯

が１０６世帯、令和２年５月の児童手当受給者が７９世帯でございます。

続きまして、７目教育費県補助金は６７５万 ０００その増額で、小学校費補助金５

３０万 ０００そ、中学校費補助金１４５万 ０００その増額で、ともに新型コロナウ 

イルス感染症対策学習指導員配置事業補助金及びスクール・サポート・スタッフ配置事

業補助金による増額でございます。

補助金の概要は、新型コロナウイルス感染症対策、学習指導員配置事業補助金でござ

いますが、新型コロナウイルス感染症による臨時休校に伴う未指導分の補習等を支援す

るため、学習指導員を配置する経費に交付されるものでございます。補助率は１０分の

１０でございます。

スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金は、新型コロナウイルス感染症対策で

増加する教師等の業務をサポートするために、緊急的にスクール・サポート・スタッフ

を配置する経費に交付されるものでございまして、補助率は同様の１０分の１０でござ

います。

続きまして、１９２繰入金、２項基金繰入金、６目財政調整基金繰入金は ３１４万

０００その増額で、今回の補正の財し調整のため増額するものでございます。これに

よりまして、補正後の残高は９今 ６９７万 ０００その見込みでございます。 

続いて、７ページ、歳出をお願いをいたします。

町の独自事業を中心に、事業概要をは説明いたしますので、１３ページから１８ペー

ジに掲載させていただいております新規事業の説明一はと照らし合わせていただいて、

ははいただければと思います。

３、歳出、２２総務費、１項総務管理費、４目財産管理費は１４３万 ０００その増

額、６目企画費は ５５１万その増額で、町独自事業、「新しい生活様式」への感染症

予防対策事業に係る経費を計上しております。

事業の概要は、新しい生活様式への感染症予防のための整備を推進するため、公共施

設の三密等の感染症対策のための機器・消耗品等を整備する経費を財産管理費に計上し、

企画費におきましては、町内事業所の三密をはじめとする感染症対策の取組を支援する
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ため、その必要経費を補助する経費を計上するものでございます。補助額は限度額とし

て、中小法人に２０万そ、個人事業所に１０万そでございます。充当財しは、地方創生

臨時交付金で、 ６９５万 ０００そでございます。 

続いて、３２民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は１１万 ０００その増

額で、独り親世帯への臨時特別給付金に係る事務費の増額でございます。事業の概要及

び充当財しにつきましては、歳入では説明をさせていただいたとおりでございます。

続いて、３目保育所費は１００万その増額で、神す保育園、寺前保育所にマスクや消

毒液等の衛生用品及び感染症予防のための備品を購入するものでございます。充当財し

は、歳入では説明いたしました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金でござい

ます。

続いて、６２商工費、１項商工費、１目商工振興費は ０４３万 ０００その増額で、 

町独自事業、「Ｇｏ ｔｏ かみかわ・Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ かみかわ」キャンペー

ン事業で １９３万そ、主な経費は、地域商品券交付金 ２００万、観光商品券交付金 

５００万でございます。

そして、補正２号の追加事業として、子育て世帯地域商品券助成事業で８５０万 ０

００その増額でございます。主な経費は子育て世帯地域商品券交付金８００万そでござ

います。

事業の概要については説明をいたします。

まず、「Ｇｏ ｔｏ かみかわ・Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ かみかわ」キャンペーン事

業でございまして、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解か後の地域経済回復活性

化を推進するため、「Ｇｏ ｔｏ かみかわ」キャンペーンを展開いたしまして、かか

に１万その地域商品券を配布するものでございます。また、「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ

かみかわ」キャンペーンとして、町内宿泊施設で１泊１万そ以上の料金を支払っていた

だいた宿泊者に対し、町内観光施設、特産品販売店、飲食店等で使用できる観光商品券

を贈呈いたしまして、観光客の周遊性を高めるとともに、消費拡大を図っていくという

ものでございます。

次に、子育て世帯地域商品券助成事業では、子育て世帯への支援をさらに強化するた

め、支給対象世帯の範囲を拡大いたしまして、妊婦、大学等に通う学生等を持つ世帯を

応援するため２万その商品券を交付するものでございます。充当財しにつきましては、

地方創生臨時交付金で ００７万 ０００そでございます。 

続きまして、８２消防費、１項消防費、４目災害対策費は １７８万 ０００その増 

額で、町独自事業、避難所感染症対策整備事業による増額でございます。

事業の概要は、風水害や地震などの災害発生時の避難所開設におきまして、第二波の

コロナウイルス感染症ク甚スター発生等を予防するため、避難所及び各集落指定緊急避

難場所に、兵庫県が策定しております新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運用

ガイド甚インに基づく感染症対策として、必要な機器、消耗品等を整備するものでござ
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います。財しの充当につきましては、地方創生臨時交付金でございます。

続いて、８ページをお願いをいたします。９２教育費、２項小学校費、１目小学校管

理費は８３２万 ０００その増額で、町独自事業新型コロナウイルス感染症対応小学校

再開支援事業で、小学校の衛生環境を整備するために児童が使用する手洗い場の水道の

蛇３を自動センサー式に取替え整備するものでございます。補正額は、工事請負費の５

３２万 ０００そで、充当財しは地方創生臨時交付金でございます。

需用費１１３万 ０００そと備品購入費１８６万 ０００その合計３００万そは、各 

小学校の感染対策用の消耗品、備品の購入で、歳入では説明しました学校教育活動再開

支援事業補助金を活用した事業で、充当額は補助対象事業費の２分の１で、１５０万そ

でございます。

２目小学校教育振興費は５８３万その増額で新型コロナウイルス感染症対策学習指導

員配置事業で、臨時休校に伴う未指導分の補習等を支援するため学習指導員を配置する

もので、報償費３７５万そを増額するものでございます。財しの充当は、新型コロナウ

イルス感染症対策学習指導員配置事業補助金でございます。

また、スクール・サポート・スタッフ事業で、感染症対策で増加する教師等の業務を

サポートするために、緊急的にスクール・サポート・スタッフを配置するもので、会計

年度任用職員の報酬、手当、共済費、旅費を合わせて２０８万そを増額するものでござ

います。財しの充当は、スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金でございます。

なお、共済費と旅費５２万 ０００そは補助対象外経費でございます。

続いて、３項中学校費、１目中学校管理費は１００万その増額で、学校教育活動再開

支援事業によるもので、内容は小学校管理費と同様でございます。

続いて、２目中学校振興費は１７１万 ０００その増額で、新型コロナウイルス感染

症対策学習指導員配置事業で６７万 ０００そを増額、また、スクール・サポート・ス

タッフ事業で１０４万 ０００そを増額するものでございます。財しの充当は、小学校

教育振興費と同様でございます。

続いて、４項幼稚園費、１目幼稚園費は４９３万 ０００その増額で、町独自事業、

新型コロナウイルス感染症対応幼稚園再開支援事業で、幼稚園再開の衛生環境を整備す

るため、園児が使用する手洗い場の水道の蛇３を自動センサー式に取り替えるものでご

ざいます。補正額は、工事請負費の３９３万 ０００そで、充当財しは地方創生臨時交

付金でございます。

需用費２６万 ０００そと備品購入費７３万 ０００その合計１００万そは、感染症 

対策用の消耗品、備品の購入で、歳入では説明をいたしました教育支援し制整備事業交

付金を活用した事業でございます。

続いて、９ページをお願いをいたします。５項社会教育費、１目社会教育総務費は１

００万その増額で、学童ク甚ブにマスクや消毒液の衛生用品及び感染症予防のための備

品を購入するものでございます。
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３目社会教育施設運営費は５０万その増額で、児童センターに同様にマスクや消毒液

の衛生用品を購入するものでございます。充当財しは、社会教育総務費同様、新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金でございます。

１０ページから１２ページは、給与費明細かで、独り親世帯への臨時特別給付金事務

に係る職員の時間外手当、それから小学校、中学校におけますスクール・サポート・ス

タッフ配備に伴う、会計年度任用職員の報酬、通勤手当による増額補正でございます。

１３ページから１８ページは、先ほどは説明しました新規事業の説明一はすで、新型

コロナウイルス感染症に伴う事業を掲載をいたしております。は確認をよろしくお願い

をいたします。

以上で詳細説明を終わります。よろしくは審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 提案説明は終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

５番、吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。ちしっと確認させてください。１４ペ

ージの新規事業の「Ｇｏ ｔｏ かみかわ・Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ かみかわ」キャン

ペーン事業で、「Ｇｏ ｔｏ かみかわ」は、ここでかかに１万そ地域商品券をよう分

かるんです、 ０００そ、１０かつづり。下かの「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ かみかわ」

で、町内宿泊施設で１泊１万そ以上支払った宿泊者に対して ０００その観光商品券を

贈呈するということでありますけども、例えばグリーンエコーに泊まりましたよ、グリ

ーンエコーの宿泊料金は１万 ０００そでしたよ。しかし、その際に観光商品券 ００ 

０そもらうから、それ使うて、もう今日は１万そでいいですよ。これができるかできな

いか、どうですか。

○議○（ ○ 良幸君） 多田地域振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。吉岡議員のは質問に

お答えさせていただきます。

この点につきましては、二次的な消費へできるだけつなげたいということで、当日の

その宿泊費としては利用は不可ということにさせていただいております。ただし、消費

拡大につながることから、宿泊費の支払いの後に同宿泊施設でのお土産とか飲食などに

つきましては利用することは可能ということにさせていただこうかなと思っております。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。確認なんですけど、これは町内

の人でも町外の人でも大丈夫ですね。町外専用じゃないですね、町内の人もオーはーで

すね、ちしっとその確認。

○議○（ ○ 良幸君） 多田振興課長。

○地域振興課○（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。町内、町外問わず、
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宿泊していただいた方にということでございます。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 分かりました。

○議○（ ○ 良幸君） ほかに。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。７ページ、総務費の企画費の中の「新

しい生活様式」への感染症予防対策事業補助金について少しお尋ねします。前もってこ

の参考資料１、ひと・まち・みらい課の分をいただいているんですけど、私、これ読ん

でもいま一つよく分からないんですね。上かの部分が恐らく町独自の部分で、下かが県

がやられている分を載せられていると思うんですけども、一しこの新しい生活様式への

補助金のもう少し詳しい概要というのを、どういった要件を満たした場合に補助される

のかだとか、この参考資料を見ますと、令和２年２月１日から１０月３１日までとかい

てありますんで、恐らく遡っての支給も考えておられると思うんですけど、そういった

ことら辺をもう少し詳しくお願いできますか。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課○（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この新しい生活様式への助成金でございますけれども、まず、大きな県の事業との違い

ということで申し上げますと、県のほうについては、この補助額を超える事業を実施し

た場合に定額で支給ということになってございますので、例えば正一事業所企業で中小

法人でございますと、２０万そ以上の事業をやった場合に２０万そを支給しますという

形の制度設計になっております。一方、神河町の部分につきましては、２０万そ以下の

事業費が県の対象とならないことから、その部分を救っていくという形を基本の考えと

いたしております。

それから、補助対象期間でございますが、県のほうは緊急事態宣言が出された４月７

日からという形を取っておられますけれども、実際には近畿圏で発症者が出たのが１月

２８日、県のほうが警戒本部を設置したのもこの時期、そして神河町も連○会議を２月

３日に第１回目を開催するなど、コロナ対策が実質始まってきた期間かなというふうに

思っております。また、１日という固定をしたのは、国のほうが指定感染症に２月１日

付で指定をしたといったようなところがございますので、２月１日付として遡って適用

ということで、基本この１０月３１日までの期間に一旦お支払いをいただいた、その実

績でもって補助金を支払いをさせていただく予定といたしております。

また、県のほうの詳細な要綱がまだ公すされてない部分もございますので、その辺り

が公すされてまいりますと、この対象経費なんかのところももう少し具し的になろうか

とは思いますけれども、す在、想定しておりますのは、衛生管理用品としてのマスク、

消毒液等々と、飛沫防止対策としてのフィルムとかアクリル板、パーはィション等の対

策の部分と、換気設備等といったようなものに対しての助成を中心に実施をしたいとい

う思いでおるところでございます。以上、概要でございます。
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○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

６番、小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。簡正なことですけども、参考資料３に

載せてあります購入物資の中で、手指消毒用アルコールとありますが、これアルコール

含有は何％のものか分かりますでししうか。それともう一つ、真ん中の段にあります備

品関係品目の中で、備蓄物資収納倉庫、これ３基とありますが、この設置場所をちしっ

と教えていただけますか。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。ま

ず、１点目の手指消毒用アルコールですけども、これは７０％の濃度のものを想定をし

ております。それから、２点目の備蓄物資収納倉庫でございますけども、そこの備考に

もかいておりますが、この倉庫を予定しているのは、一番下の米印、指定緊急避難所の

一はすをつけておりますが、倉庫を設置するのが越知谷アクはィブセンターと、それか

ら神す小学校し育館と、寺前小学校のし育館、この３か所でございまして、あとのそれ

ぞれ避難所については、し育館の中に購入する備品等を収納するスペースがございます

ので、この３か所については、そういったスペースがないので物置を、倉庫を建てさせ

ていただくということで、それぞれのし育館の周りといいますか裏手、その辺りにスペ

ースがありますので、そこも確認をさせていただいて、そこに設置をさせていただく予

定にしております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

１１番、澤田議員。

○議員（11番 澤田 俊一君） １１番、澤田です。今、このたびの補正に関して、備品

購入費について、住民生活課の分については参考資料３で詳しく説明があったんですけ

ども、予算かでいいますと、事項別明細かの７ページの児童福祉費の中の備品購入費８

１万 ０００そ、ページめくっていただいて、８ページの小学校費の一般備品購入費１

８６万 ０００そ、中学校費の備品購入費５５万そ、幼稚園費の備品購入費７３万 ０ 

００そ、社会教育費の同じく４６万 ０００そ、これで購入される備品の中身ですね、

どういったものを購入されるのか、教えていただきたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。備品購入

の内訳というところでございますが、基本的には新型コロナウイルス対策の直接的な対

策というところで、３つの密を避けるというところで、大きなものにつきましてはサー

キュはーターであったりとか、スポットクー甚ーであったりとか、ミストアーチであっ

たりとかいうところを想定しております。ただ、国の２次補正の細かな正式な実施要綱

が参っておりませんので、かてが補助対象になるかなというところがございますので、

基本的には今私どもが考えているところでいけるのかなと思っておりますが、その辺り

－１１９－



は少し精査をして購入をしてまいりたいと思っているところでございます。細かな内訳

を上げたほうがよろしいでししうか。ありがとうございます。

それと、すみません、子育ての部分につきましては……。

○議○（ ○ 良幸君） 橋教育参事。

○教育課参事兼○会教育特命参事（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。社会教

育の施設の備品購入の関係になります。こちらにつきましては、学童保育ク甚ブの購入

でございます。こちらにつきましては、各部屋の空気清浄機の購入をす在、検討してお

ります。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議○（ ○ 良幸君） ないようです。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託したい

と思いますが、これには異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 異議なしと認め、第６４号議案は、総務文教常任委員会に審査

を付託することに決定いたしました。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程はかて終了いたしました。

お諮りいたします。明日から６月２８日まで休会としたいと思いますが、これには異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 異議ないものと認めます。よって、明日から６月２８日まで休

会と決定いたしました。

次の本会議は、６月２９日午前９時再開といたします。

本日はこれにて散会いたします。は苦労さまでした。

午後０時１３分散会
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